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材
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材
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る

。
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だ
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別
表
Ⅳ
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及
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の
改
正
規
定
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つ
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て
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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部
を
改
正
す
る
件



（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

Ⅰ （略） Ⅰ （略）

Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部 Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部

、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料（フィ 、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料（フィ

ルムを除く。）及びその材料価格 ルムを除く。）及びその材料価格

001～149 （略） 001～149 （略）

150 ヒト自家移植組織 150 ヒト自家移植組織

⑴～⑵ （略） ⑴～⑵ （略）

⑶ 自家培養角膜上皮 （新設）

① 採取・培養キット 4,280,000円

② 調製・移植キット 5,470,000円

151～206 （略） 151～206 （略）

Ⅲ～Ⅴ （略） Ⅲ～Ⅴ （略）

Ⅵ 歯科点数表の第２章第12部に規定する特定保険医療材料及びそ Ⅵ 歯科点数表の第２章第12部に規定する特定保険医療材料及びそ

の材料価格 の材料価格

品 名 単 位 材料価格 品 名 単 位 材料価格

001～005 （略） 001～005 （略）

006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金 １ｇ 2,662円 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金 １ｇ 2,083円

（金12％以上 ＪＩＳ適合品） （金12％以上 ＪＩＳ適合品）

007～009 （略） 007～009 （略）

010 歯科用金銀パラジウム合金ろう １ｇ 3,227円 010 歯科用金銀パラジウム合金ろう １ｇ 2,765円

（金15％以上 ＪＩＳ適合品） （金15％以上 ＪＩＳ適合品）

011～067 （略） 011～067 （略）

068 純チタン２種 １ｇ 47円 （新設）

Ⅶ～Ⅸ （略） Ⅶ～Ⅸ （略）


